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○上川町子ども医療費の助成に関する規則 

昭和５３年１２月２０日 

上川町規則第１５号 

改正 昭和５５年１１月１日規則第８号 

平成１３年４月１日規則第１７号 

平成１４年１０月１日規則第２３号 

平成１６年１０月１日規則第１６号 

平成１７年４月１日規則第６号 

平成１７年５月６日規則第２５号 

平成１７年９月３０日規則第３３号 

平成１８年８月９日規則第２８号 

平成２０年３月３１日規則第８号 

平成２０年１０月１日規則第２０号 

平成２０年１２月３０日規則第２７号 

平成２１年１０月１日規則第１７号 

平成２４年３月２８日規則第２号 

平成２４年７月２７日規則第１９号 

平成２４年１２月２６日規則第２２号 

上川町乳幼児医療費の助成に関する規則（昭和４８年規則第１の３号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、上川町子ども医療費の助成に関する条例（昭和４８年条例第１３号。

以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（受給者証交付申請書の様式等） 

第２条 条例第５条の規定により、受給者証の交付申請をしようとする者は、子ども医療費

受給者証交付申請書（別記第１号様式。以下「申請書」という。）に医療保険各法による

組合員証又は国民健康保険法（昭和３３年法律１９２号）による被保険者証及び条例第２

条第２号に規定する保護者（子どもの生計を主として維持する者に限る。）の所得の状況

を明らかにする書類並びに世帯全員が市町民税非課税の場合それを確認できる書類を添

えて申請しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて

確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。 
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３ 町長は、第１項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させること

ができるものとする。 

（受給者証の交付等） 

第３条 町長は、条例第６条の規定により、条例第３条で規定する対象者であると認めたと

きは、申請者に子ども医療費受給者証（別記第２号様式。以下「受給者証」という。）を

交付し、又対象者であることを承認しないことを決定したときは、子ども医療費受給者証

交付申請却下通知書（別記第３号様式）により通知するものとする。 

（受給者証の更新） 

第４条 前条の規定により、交付した受給者証は、毎年更新するものとし、その有効期限は

次のとおりとする。ただし、受給資格を有しなくなつたときは、その日までとする。 

（１） １月１日から７月３１日までに交付したものは、当該年の７月３１日 

（２） ８月１日から１２月３１日までに交付したものは、翌年の７月３１日 

（助成の手続） 

第５条 条例第８条第１項の規定による助成金の支払は、保険医療機関等が子ども医療費助

成金請求書（別記第４号様式）を町長に提出するものとする。 

２ 条例第８条第２項の規定による助成金の支払は、助成を受けようとする者が子ども医療

費助成金交付申請書（別記第５号様式）を町長に提出するものとする。 

３ 前２項の請求書及び申請書は、月の初日から末日までの分を、毎月翌月の１３日までに

提出するものとする。 

（助成額の決定） 

第６条 町長は、前条第２項の規定による申請があつたときは、審査のうえ、助成金の支払

を決定したときは、子ども医療費助成金交付決定通知書（別記第６号様式）により申請者

に通知するものとする。 

２ 前条の助成金の交付の時期は、当該請求書及び申請書を受理した月の末日までとする。 

３ 町長は、前条第２項の規定により提出された申請書を審査の結果、助成の対象でないこ

とを確認したときは、子ども医療費助成金交付申請却下通知書（別記第７号様式）により、

申請者に通知するものとする。 

（基本利用料の限度額等） 

第６条の２ 条例第４条第２項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第１５条

第３項（同項第２号に掲げる者については第１号を適用する。）に規定する額とする。 

（届出） 
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第７条 条例第９条による届出は、子ども医療費受給資格要件変更届出書（別記第８号様式）

又は子ども医療費受給資格喪失届出書（別記第９号様式）に受給者証を添えて町長に提出

しなければならない。 

（受給者証の再交付） 

第８条 保護者は、受給者証を汚損し、又は亡失したことによりその再交付を受けようとす

るときは、子ども医療費受給者証再交付申請書（別記第１０号様式）を町長に提出し、再

交付を受けなければならない。 

（受給者証の返還） 

第９条 条例第１０条の各号に該当し、受給資格を喪失したときは保護者は、速やかに受給

者証を町長に返還しなければならない。 

（届出がない場合の受給事由の消滅の処理） 

第１０条 町長は、前条の規定による届出がない場合においても、現有公簿等により受給者

が条例第３条の規定に該当しなくなつたこと、又は死亡したことを確認したときは、職権

で受給事由の消滅の処理を行うことができる。 

２ 町長は、前項の場合において受給者が条例第３条の規定に該当しなくなつたときは、子

ども医療費受給事由消滅通知書（別記第１１号様式）により、受給事由を消滅させられた

者に通知しなければならない。 

（受給者証更新申請の特例） 

第１１条 町長は、第４条の規定に関わらず、受給者の資格要件を現有公簿等により確認で

きるときは、更新申請に代えて職権で受給者証の更新をすることができるものとする。 

（補則） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。 

附 則 

この規則は、昭和５４年１月１日から施行する。 

附 則（昭和５５年１１月１日規則第８号） 

この規則は、昭和５５年１１月１日から施行する。 

附 則（平成１３年４月１日規則第１７号） 

この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

ただし、第２条、第２条の２第２項及び第３項の規定は、平成１３年１０月１日から施行

する。 

附 則（平成１４年１０月１日規則第２３号） 



4/17 

この規則は、平成１４年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１６年１０月１日規則第１６号） 

１ この規則は、平成１６年１０月１日から施行する。 

２ 平成１６年９月３０日以前に現にこの規則による改正前の上川町乳幼児医療費の助成

に関する規則の規定により受給資格を有していた者に係る助成については、この規則によ

る改正後の上川町乳幼児医療費の助成に関する規則第１条の２及び第１条の３並びに第

６条の２の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成１７年４月１日規則第６号） 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年５月６日規則第２５号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 

附 則（平成１７年９月３０日規則第３３号） 

この規則は、平成１７年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１８年８月９日規則第２８号） 

この規則は、平成１８年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月３１日規則第８号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

ただし、題名の改正規定、第１条の改正規定、第２条の２の改正規定（「乳幼児」を「乳

幼児等」に改める部分に限る。）、第３条の改正規定、第５条の改正規定、第６条の改正規

定、第７条の改正規定、第８条の改正規定、第１０条第２号の改正規定、別記第１号様式の

改正規定、別記第２号様式の改正規定、別記第２号の１様式の改正規定、別記第３号様式の

改正規定、別記第４号様式の改正規定、別記第５号様式の改正規定、別記第６号様式の改正

規定、別記第７号様式の改正規定、別記第８号様式の改正規定、別記第９号様式の改正規定、

別記第１０号様式の改正規定、別記第１１号様式の改正規定は、平成２０年１０月１日から

施行する。 

附 則（平成２０年１０月１日規則第２０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年１２月３０日規則第２７号） 

この規則は、平成２１年１月１日から施行する。 

附 則（平成２１年１０月１日規則第１７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成２４年３月２８日規則第２号） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年７月２７日規則第１９号） 

この規則は、平成２４年８月１日から施行する。 

附 則（平成２４年１２月２６日規則第２２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２５年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の上川町子ども医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の

医療による医療費の助成について適用し、同日前の医療による医療費の助成については、

なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の上川町乳幼児等医療費の助成に関す

る規則（以下「改正前の規則」という。）の規定により医療による医療費の助成を受けて

いる者は新条例第７条の規定による受給者とみなす。 

４ この規則による改正前の規則に定める様式は、当分の間、これを使用することができる

ものとする。 
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別記第１号様式 

別記第２号様式 

別記第３号様式 

別記第４号様式 

別記第５号様式 

別記第６号様式 

別記第７号様式 

別記第８号様式 

別記第９号様式 

別記第１０号様式 

別記第１１号様式 

 


